
議第 11 4号

財産の取得に関し議決を求めることについて

（富上市立裔等学校用タブレットパソコン取得）

次のとおり富士市立高等学校用タブレットパソコンを取得したいので、富士市議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和41年富士市条例第

1 6号）第3条の規定により議決を求める。

令和4年 11月 24日提出

富士市長 小長井 義正

記

1 取得物品名 富士市立高等学校用タブレットパソコン 720組

2 取得価格 51,480,000円

3 契約の相手方 富士市錦町1丁目 13番 7号

東栄商工株式会社富士営業所

所長佐藤栄治

4 契 約 の方法 公募型指名競争入札

5 配置場所 富士市立高等学校
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富士市立高等学校用タブレットパソコン概要

l タブレットパソコン導入の目的

GIGAスクール構想の理念に基づき、富士市立高等学校へのタブレット

パソコンの導入を行うことにより、新学習指導要領において学習の基盤とな

る資質・能力の一つである情報活用能力を育成することを目的とする。

2 機器等の構成

タブレットパソコン端末 7 2 0台、タッチペン 7 2 0本、ソフトウェア

7 2 0台分、端末設定ー式

3 機器等の仕様

(1) タブレットパソコン端末

製品型式
（本体） S u r f a c e GO  3 

（キーボード） S u r f a c e GO  タイプカバー

OS  Windowsll Pro 

CPU I n t e 1 Core i3-10100Yプロセッサー

形状 デタッチャブル方式（キーボード脱着式タブレットパソコン）

画面サイズ 1 0. 5型

璽量
本体 544g 

キーボード装着時 7 8 9 g 

本体

外形寸法
⑮ 2 4 5. OrmnX (H) 8. 3rmnX (D) 1 7 5. Ormn 

キーボード装着時

⑮ 2 4 8. OmmX (H) 1 2. 9mmX (D) 1 9 0. 0mm 

(2) タッチペン

I 製品名 Iクラスルームペン 2

(3) ソフトウェア

I 製品名 Ii-FILTER @Cloud GIGAスクール版
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議第 11 5号

財産の処分に関し議決を求めることについて

（富士山フロント工業団地第 2期整備事業用地処分）

次により富士山フロント工業団地第 2期整備事業用地を処分したいので、富士市議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和41年富上市条例第

1 6号）第3条の規定により議決を求める。

令和4年 11月 24日提出

富上市長 小長井 義正

記

l 処分する上地の表示

富士市大淵字元篤 37 7 6番 17ほか2筆（別紙のとおり）

25, 362.01平方メートル

2 売払価格

879, 540, 000円

3 処分先

(1) 埼玉県八潮由浮塚 78 9番地

ミントハウス株式会社

代表取締役加藤纏次郎

(2) 埼玉県川口市江戸 3T目22番 11号

埼玉プレス鍛造株式会社

代表取締役内洵達―
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(3) 富士市厚原字川窪29 5番地

株式会社コーチョー

代表 取 締 役 渡 邊 直
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富士山フロント工業団地第 2期整備事業用地

所在地番 登記簿地目 実測面積（団）

(1) 大淵字元篤 3776番 17 宅地 4,650.57 

(2) 大淵字元篤 3777番 7 宅地 9,454.70 

(3) 大淵字元篤 3777番 8 宅地 11,256. 74 

合 計 25,362.01 
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富士山フロント工業団地第 2期整備事業用地位置図
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富士山フロント工業団地第 2期整備事業用地配置図

(2)埼玉プレス鍛造株式会社

5 

9, 600. 81 rri 

6
 

9,454.70 m 

(3)株式会社コーチョー
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議第 11 6号

公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて

（富上市民活動センター）

次の公の施設の指定管理者を指定することにつき、地方自治法（昭和 22年法律第67 

号）第 244条の 2第6項の規定により議決を求める。

令和4年 11月 24日提出

l 公の施設の名称

2 指定管理者となる団体の名称

3 指定の期間

富士市長 小長井 義正

記

富士市民活動センター

特定非営利活動法人東海道・吉原宿

令和 5年4月 1日から令和 10年 3月 31日まで
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議第 11 7号

公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて

（富上市産業交流展示場）

次の公の施設の指定管理者を指定することにつき、地方自治法（昭和 22年法律第67 

号）第 244条の 2第6項の規定により議決を求める。

令和4年 11月 24日提出

l 公の施設の名称

2 指定管理者となる団体の名称

3 指定の期間

富士市長 小長井 義正

記

富士市産業交流展示場

Fメッセ共同事業体

代表者株式会社コンベンションリンケージ

構成員 株式会社東急コミュニティー

構成員株式会社東亜ビルサービス

令和 5年4月 1日から令和 10年 3月 31日まで

-255-


